
 

 

国税庁行政文書管理規則の一部改正について（概要） 

 

１ 改正の趣旨 

平成 27年度税制改正により、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」及

び「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例」が創設

され、当該特例を受けた場合の行政文書の保存期間を新たに定める必要がある

ことから、所要の改正（別表第１の行政文書の類型及び保存期間の追加）を行

うもの。 

 

 

２ 改正の内容 

納税猶予制度を適用することにより、納付が最大 10年猶予されるほか、債

権管理のために、債権確定後一定期間保存する必要があることから、国税庁行

政文書管理規則の「別表第１ 行政文書の保存期間基準」の行政文書の類型及

び保存期間に、通常の所得税申告書の保存期間（23－①）とは別に、納税猶予

制度適用者に係る所得税申告書の保存期間を設定する。 

 

 

３ 今後のスケジュール 

  施行：平成２８年６月３０日 
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平 成 28 年 6 月 

 

国外転出時課税制度の概要 
 

 

 平成 27 年度税制改正により、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」（国外転

出時課税）及び「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例」

（国外転出（贈与・相続）時課税）が創設された。 

（平成 27年 7月 1日施行、これらを総称して「国外転出時課税制度」という。） 

 

 

１ 国外転出時課税 

  国外転出をする時点で１億円以上の対象資産を所有等している一定

の居住者に対して、国外転出の時に対象資産の譲渡又は決済があった

ものとみなして、その対象資産の含み益に所得税が課税される制度。 

 

２ 国外転出（贈与・相続）時課税 

  対象資産を国外に居住する親族等に対して贈与又は相続開始する時

点で、１億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者に対して、

贈与等の時に譲渡又は決済があったものとみなして、その対象資産の

含み益に所得税が課税される制度。 

 

３ 納税猶予 

  一定の手続を経ることにより、国外転出時課税制度の適用により納

付することとなる所得税について、国外転出の日又は確定申告期限か

ら最大 10年を経過する日まで納付が猶予される制度。 
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特

定
日

以

後
７
年
 

 

 

 
 

 
⑩
贈
与
税
の
特
例
適
用
者
（
直

系
尊

属
か

ら
教

育
資

金
の

一
括

贈
与

を
受

け
た

場
合

の
贈
与
税
の
非
課
税

）に
関

す
る

課
税

標
準

又
は

税
額

の
決

定
に

関
す

る
決

裁
文

書
及

び
こ

れ
ら

に
関

す
る

重
要

な
経

緯
が

記
録

さ
れ

受
贈

者
が

3
0

歳
に

達
し

た

日
又

は
受

贈

者
が

死
亡

し

た
日

の
い

ず

れ
か

早
い

日

の
属

す
る

年

分
の

贈
与

税

 

⑥
相

続
税

の
納

税
猶

予
適

用

者
に

関
す

る
課

税
標

準
又

は
税

額
の

決
定

に
関

す
る

決
裁

文
書

及
び

こ
れ

ら
に

関
す

る
重

要
な

経
緯

が
記

録
さ
れ
た
文
書
（
た
だ
し

、

⑦
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。
）
 

 

国
税
の
更
正

、

決
定

等
の

処

理
を

行
う

こ

と
が

で
き

る

期
間

又
は

全

部
確

定
若

し

く
は

免
除

す

る
日

に
係

る

特
定

日
以

後

５
年

の
い

ず

れ
か

長
い

期

間
 

 

 
 

 
⑦

相
続

税
の

納
税

猶
予

適
用

者
に

関
す

る
課

税
標

準
又

は
税

額
の

決
定

に
関

す
る

重
要

な
経

緯
が

記
録

さ
れ

た
文
書
 

国
税
の
更
正

、

決
定

等
の

処

理
を

行
う

こ

と
が

で
き

る

期
間

、
相
続
が

開
始

す
る

日

に
係

る
特

定

日
以
後

1
0
年

又
は

全
部

確

定
若

し
く

は

免
除

す
る

日

に
係

る
特

定

日
以

後
５

年

の
い

ず
れ

か

長
い
期
間
 

 

 
 

 
⑧

贈
与

税
の

相
続

時
精

算
課

税
制

度
適

用
者

に
関

す
る

課
税

標
準

又
は

税
額

の
決

定
に

関
す

る
決

裁
文

書
及

び
こ

れ
ら

に
関

す
る

重
要

な
経

緯
が

記
録

さ
れ

た
文

書
 

す
べ

て
の

特

定
贈

与
者

の

相
続

が
開

始

す
る

日
に

係

る
特

定
日

以

後
７
年
 

 

 

 
 

 
⑨
贈
与
税
の
特
例
適
用
者
（
直

系
尊

属
か

ら
教

育
資

金
の

一
括

贈
与

を
受

け
た

場
合

の
贈
与
税
の
非
課
税

）に
関

す
る

課
税

標
準

又
は

税
額

の
決

定
に

関
す

る
決

裁
文

書
及

び
こ

れ
ら

に
関

す
る

重
要

な
経

緯
が

記
録

さ
れ

受
贈

者
が

3
0

歳
に

達
し

た

日
又

は
受

贈

者
が

死
亡

し

た
日

の
い

ず

れ
か

早
い

日

の
属

す
る

年

分
の

贈
与

税

 



 
 

4 
 

 

た
文
書
 

の
法

定
申

告

期
限

に
係

る

特
定

日
以

後

７
年
 

 
 

 
⑪
贈
与
税
の
特
例
適
用
者
（
直

系
尊
属
か
ら
結
婚
・
子
育
て

資
金

の
一

括
贈

与
を

受
け

た
場

合
の

贈
与

税
の

非
課

税
）に

関
す
る
課
税
標
準
又

は
税

額
の

決
定

に
関

す
る

決
裁

文
書

及
び

こ
れ

ら
に

関
す

る
重

要
な

経
緯

が
記

録
さ
れ
た
文
書
 

受
贈

者
が

5
0

歳
に

達
し

た

日
又

は
受

贈

者
が

死
亡

し

た
日

の
い

ず

れ
か

早
い

日

の
属

す
る

年

分
の

贈
与

税

の
法

定
申

告

期
限

に
係

る

特
定

日
以

後

７
年
 

 

 
 

 
⑫

地
価

税
の

課
税

標
準

又
は

税
額

の
決

定
に

関
す

る
決

裁
文

書
及

び
こ

れ
ら

に
関

す
る

重
要

な
経

緯
が

記
録

さ
れ
た
文
書
 

1
1
年
 

 

 
 

 
⑬

財
産

税
の

課
税

標
準

又
は

税
額

の
決

定
に

関
す

る
決

裁
文

書
及

び
こ

れ
ら

に
関

す
る

重
要

な
経

緯
が

記
録

さ
れ
た
文
書
 

法
令

廃
止

の

日
に

係
る

特

定
日

以
後

７

年
 

  

 
 

 
⑭

国
税

に
関

す
る

法
律

の
規

定
に

よ
り

納
税

者
か

ら
提

出
さ

れ
た

届
出

書
、

申
請

書
、承

認
に
関
す
る
決
裁
文

書
及

び
こ

れ
ら

に
関

す
る

重
要

な
経

緯
が

記
録

さ
れ

た
文
書
 

承
認

の
効

力

が
消

滅
等

す

る
日

に
係

る

特
定

日
以

後

７
年
 

・
届
出
書
 

・
申
請
書
 

・
承
認
決
議
書
 

 
 

 
⑮

内
国

税
の

徴
収

に
関

す
る

決
裁

文
書

及
び

こ
れ

ら
に

関
す

る
重

要
な

経
緯

が
記

録
さ
れ
た
文
書
 

７
年
 

・
滞
納
処
分
票
 

・
滞
納
処
分
決
議
書
 

  

（
省
略
）
 

別
表

第
２
（
省
略
）
 

た
文
書
 

の
法

定
申

告

期
限

に
係

る

特
定

日
以

後

７
年
 

 
 

 
⑩
贈
与
税
の
特
例
適
用
者
（
直

系
尊
属
か
ら
結
婚
・
子
育
て

資
金

の
一

括
贈

与
を

受
け

た
場

合
の

贈
与

税
の

非
課

税
）に

関
す
る
課
税
標
準
又

は
税

額
の

決
定

に
関

す
る

決
裁

文
書

及
び

こ
れ

ら
に

関
す

る
重

要
な

経
緯

が
記

録
さ
れ
た
文
書
 

受
贈

者
が

5
0

歳
に

達
し

た

日
又

は
受

贈

者
が

死
亡

し

た
日

の
い

ず

れ
か

早
い

日

の
属

す
る

年

分
の

贈
与

税

の
法

定
申

告

期
限

に
係

る

特
定

日
以

後

７
年
 

 

 
 

 
⑪

地
価

税
の

課
税

標
準

又
は

税
額

の
決

定
に

関
す

る
決

裁
文

書
及

び
こ

れ
ら

に
関

す
る

重
要

な
経

緯
が

記
録

さ
れ
た
文
書
 

1
1
年
 

 

 
 

 
⑫

財
産

税
の

課
税

標
準

又
は

税
額

の
決

定
に

関
す

る
決

裁
文

書
及

び
こ

れ
ら

に
関

す
る

重
要

な
経

緯
が

記
録

さ
れ
た
文
書
 

法
令

廃
止

の

日
に

係
る

特

定
日

以
後

７

年
 

  

 
 

 
⑬

国
税

に
関

す
る

法
律

の
規

定
に

よ
り

納
税

者
か

ら
提

出
さ

れ
た

届
出

書
、

申
請

書
、承

認
に
関
す
る
決
裁
文

書
及

び
こ

れ
ら

に
関

す
る

重
要

な
経

緯
が

記
録

さ
れ

た
文
書
 

承
認

の
効

力

が
消

滅
等

す

る
日

に
係

る

特
定

日
以

後

７
年
 

・
届
出
書
 

・
申
請
書
 

・
承
認
決
議
書
 

 
 

 
⑭

内
国

税
の

徴
収

に
関

す
る

決
裁

文
書

及
び

こ
れ

ら
に

関
す

る
重

要
な

経
緯

が
記

録
さ
れ
た
文
書
 

７
年
 

・
滞
納
処
分
票
 

・
滞
納
処
分
決
議
書
 

  

（
同
左
）
 

別
表
第
２
（
同
左
）
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